
省

令

平成™�年˜˜月™œ日 火曜日 第�›™˜号官 報

（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
に
よ
る

情
報
の
整
理
に
係
る
情
報
の
提
供
）

第
七
条
の
三

厚
生
労
働
大
臣
が
法
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機

構
に
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
の
整
理
を

行
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
に
よ
り
ワ
ク

チ
ン
製
造
販
売
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
ワ
ク
チ
ン
製

造
販
売
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

に
対
し
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
調
査
を
実
施
す
る
た

め
必
要
な
協
力
を
求
め
る
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
医

薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
は
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め

必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
ワ
ク
チ
ン
製
造
販
売
業
者
に

対
し
、
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ

た
情
報
（
被
接
種
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
除
く
。）

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
中
「
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
四

項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

〇
総
務
省
令
第
八
十
七
号

薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
住
民
基
本
台

帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
別
表
第
一
の

規
定
に
基
づ
き
、
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表

第
五
ま
で
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で

の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令

住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
総

務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総

務
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
六
十
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中「
薬
事
法
」

を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全

性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
四

号
を
加
え
る
。

三

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の

十
七
第
一
項
の
承
認
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答

四

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の

十
八
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査

五

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
三
十

七
第
一
項
の
承
認
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る

応
答

六

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安

全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
三
十

八
の
届
出
の
受
理
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
総
務
省
令
第
八
十
八
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三

章
の
規
定
に
基
づ
き
、
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規

則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
中「（
変
調
方
式
が
四
値

周
波
数
偏
位
変
調
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
次

の
各
号
に
定
め
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項

た
だ
し
書
中
「
次
の
各
号
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
総

務

省

経
済
産
業
省
令
第
一
号

薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
特
定
機
器
に
係
る

適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外

国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と

の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十

三
年
総

務

省

経
済
産
業
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
条
第
四
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療

機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
」
に
、「
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十

三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号

薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
予
防
接
種

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
一
条
及
び

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防
接
種
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第

三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
へ
の
報

告
）

第
七
条
の
二

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
速
や
か
に
行

う
も
の
と
す
る
。

一

被
接
種
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
接
種
時

の
年
齢
及
び
住
所

二

報
告
者
の
氏
名
並
び
に
報
告
者
が
所
属
し
、
又
は

開
設
し
た
医
療
機
関
の
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号

三

被
接
種
者
が
報
告
に
係
る
予
防
接
種
を
受
け
た
期

日
及
び
場
所

四

報
告
に
係
る
予
防
接
種
に
使
用
さ
れ
た
ワ
ク
チ
ン

の
種
類
、
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
、
製
造
販
売
業

者
の
名
称
及
び
接
種
回
数

五

予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ

る
症
状
並
び
に
当
該
症
状
の
発
症
時
刻
及
び
概
要

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

〇
経
済
産
業
省
令
第
五
十
九
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
及
び
計
量
法

施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
の
規
定
に

基
づ
き
、
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
十
一
条
の
四
第
四
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬

品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、「
第
二
十
三
条
の
二
第

一
項
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
に

改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省

令
第
二
号

薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
工
業
標
準
化
法
に

基
づ
く
登
録
申
請
手
数
料
の
額
の
計
算
等
に
関
す
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

農
林
水
産
大
臣

西
川

公
也

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
登
録
申
請
手
数
料
の
額

の
計
算
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
登
録
申
請
手
数
料
の
額
の
計

算
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
五
年
厚

生

省

通
商
産
業
省

運

輸

省
令
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
号
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
」
に
、「
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
三

条
の
二
の
二
十
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
三
号
中
「
薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一

項
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び

安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
二
の
二

十
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
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